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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の機能を実現する電子機器であって、
　前記電子機器に対する物理的な操作を検出する操作検出部と、
　前記操作を示す操作情報を外部装置に送信する送信部と、
　前記外部装置が前記操作情報に対応して送信した、少なくとも前記電子機器が目的とす
る前記機能に関する状態を表すフィードバックの種類を示すフィードバック情報を受信す
る受信部と、
　前記フィードバック情報に従って前記フィードバックを提供するフィードバック部と
　を備え、
　前記状態は、前記外部装置における前記電子機器の認識状態を含み、
　前記外部装置は、前記電子機器と他の機器とを連係動作させる制御装置を含み、
　前記電子機器および前記他の機器は、いずれも前記制御装置によって認識されており、
　前記状態は、前記電子機器と前記他の機器との連携の状態を含み、
　前記制御装置には、前記制御装置が管理する前記電子機器および前記他の機器の連係動
作における連携の状態を表すフィードバックが提供される、
　電子機器。
【請求項２】
　前記操作検出部は、前記操作によって切り替えられるスイッチを含む、請求項１に記載
の電子機器。
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【請求項３】
　前記操作検出部は、前記操作によって検出値が変化するセンサを含む、請求項１に記載
の電子機器。
【請求項４】
　前記操作検出部は、加速度センサを含む、請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記操作は、前記電子機器を振る、ひっくり返す、またはタップする操作を含む、請求
項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記状態は、前記外部装置における前記操作の認識状態を含む、請求項１に記載の電子
機器。
【請求項７】
　前記状態は、前記電子機器の通信状態を含む、請求項１に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記状態は、前記電子機器の電池残量を含む、請求項１に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記フィードバックは、視覚的なフィードバックを含む、請求項１に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記視覚的なフィードバックの種類は、前記外部装置において提供される視覚的なフィ
ードバックの種類に対応する、請求項９に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記フィードバック部は、発光体を含み、
　前記フィードバックの種類は、前記発光体の発光色または発光パターンを含む、請求項
９に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記フィードバックは、非視覚的なフィードバックを含む、請求項１に記載の電子機器
。
【請求項１３】
　前記非視覚的なフィードバックの種類は、前記外部装置において提供される前記非視覚
的なフィードバックを視覚化したフィードバックの種類に対応する、請求項１２に記載の
電子機器。
【請求項１４】
　所定の機能を実現する電子機器が、
　前記電子機器に対する物理的な操作を検出することと、
　前記操作を示す操作情報を外部装置に送信することと、
　前記外部装置が前記操作情報に対応して送信した、少なくとも前記電子機器が目的とす
る前記機能に関する状態を表すフィードバックの種類を示すフィードバック情報を受信す
ることと、
　前記フィードバック情報に従って前記フィードバックを提供することと
　を含み、
　前記状態は、前記外部装置における前記電子機器の認識状態を含み、
　前記外部装置は、前記電子機器と他の機器とを連係動作させる制御装置を含み、
　前記電子機器および前記他の機器は、いずれも前記制御装置によって認識されており、
　前記状態は、前記電子機器と前記他の機器との連携の状態を含み、
　前記制御装置には、前記制御装置が管理する前記電子機器および前記他の機器の連係動
作における連携の状態を表すフィードバックが提供される、
　フィードバック提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、電子機器およびフィードバック提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭などにある複数の機器を連携して機能させることは、既に一般的である。例えば、
特許文献１には、機器連携によって実現される機能の利用を効果的に支援するための技術
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－３２５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の特許文献１に記載された技術では、スマートフォンの画面に表示されるコンソー
ルを用いて、システムへの機器の登録などの設定操作が実行される。このとき、例えば操
作の対象がどの機器であるかといったような情報は専らコンソールに表示されるため、例
えばそれぞれの機器がコンソールにおいてどのように認識されているかといったような情
報を、ユーザが把握しづらい場合もあった。
【０００５】
　そこで、本開示では、電子機器の状態を直観的に把握することを可能にする、新規かつ
改良された電子機器およびフィードバック提供方法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、所定の機能を実現する電子機器であって、上記電子機器に対する物理
的な操作を検出する操作検出部と、上記操作を示す操作情報を外部装置に送信する送信部
と、上記外部装置が上記操作情報に対応して送信した、少なくとも上記機能に関する状態
を表すフィードバックの種類を示すフィードバック情報を受信する受信部と、上記フィー
ドバック情報に従って上記フィードバックを提供するフィードバック部とを備える電子機
器が提供される。
【０００７】
　また、本開示によれば、所定の機能を実現する電子機器が、上記電子機器に対する物理
的な操作を検出することと、上記操作を示す操作情報を外部装置に送信することと、上記
外部装置が上記操作情報に対応して送信した、少なくとも上記機能に関する状態を表すフ
ィードバックの種類を示すフィードバック情報を受信することと、上記フィードバック情
報に従って上記フィードバックを提供することとを含むフィードバック提供方法が提供さ
れる。
【発明の効果】
【０００８】
　以上説明したように本開示によれば、電子機器の状態を直観的に把握することができる
。
【０００９】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の一実施形態に係るシステムの概略的な構成を示す図である。
【図２】本開示の一実施形態におけるコンソール画面操作時の連動フィードバックについ
て説明するための図である。
【図３】本開示の一実施形態におけるコンソール画面操作時の連動フィードバックのため
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の処理の例を示すシーケンス図である。
【図４】本開示の一実施形態における電子機器操作時の連動フィードバックについて説明
するための図である。
【図５】本開示の一実施形態における電子機器操作時の連動フィードバックのための処理
の例を示すシーケンス図である。
【図６】本開示の一実施形態におけるコンソール画面での設定操作の例を示す図である。
【図７】本開示の一実施形態における電子機器での動作試行の例を示す図である。
【図８】本開示の一実施形態に係る電子機器の機能構成例を示すブロック図である。
【図９】本開示の一実施形態に係る制御装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図１０】本開示の実施形態に係る装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１２】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　　１．システム構成
　　２．コンソール画面操作時の連動フィードバック
　　３．電子機器操作時の連動フィードバック
　　４．コンソール画面での設定操作の例
　　５．電子機器での動作試行の例
　　６．電子機器の機能構成例
　　７．制御装置の機能構成例
　　８．ハードウェア構成
　　９．補足
【００１３】
　（１．システム構成）
　図１は、本開示の一実施形態に係るシステムの概略的な構成を示す図である。図１を参
照すると、システム１０は、電子機器１００と、制御装置３００とを含む。電子機器１０
０と制御装置３００とは、ネットワーク２００を介して互いに通信する。
【００１４】
　電子機器１００は、機能部１０１と、インジケータ１０３と、操作ボタン１０５とを備
える。電子機器１００は、機能部１０１によって、所定の機能を実現する。図示された例
では、プッシュボタン１００ａ、加速度センサ１００ｂ、およびマイクロフォン１００ｃ
が、電子機器１００の例として示されている。プッシュボタン１００ａ、加速度センサ１
００ｂ、およびマイクロフォン１００ｃは、それぞれ異なる機能部１０１ａ，１０１ｂ，
１０１ｃを備える。インジケータ１０３は、発光することによってユーザにフィードバッ
クを提供するフィードバック部として機能する。操作ボタン１０５は、電子機器１００に
対するユーザの物理的な操作、すなわちここではボタンの押下操作を検出する操作検出部
として機能する。インジケータ１０３および操作ボタン１０５は、プッシュボタン１００
ａ、加速度センサ１００ｂ、およびマイクロフォン１００ｃに共通の構成要素でありうる
。ただし、外見的には、図示された例のように、操作ボタン１０５にそれぞれの電子機器
１００の機能を表示するアイコンが印刷または刻印などされていてもよい。
【００１５】
　ネットワーク２００は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉなどの無
線通信ネットワークを含みうる。例えば、電子機器１００と制御装置３００とは、上記の
ような無線通信ネットワークによって直接的に通信してもよい。あるいは、電子機器１０
０と制御装置３００とは、ルータなどを介して間接的に通信してもよい。この場合、ネッ
トワーク２００が、インターネットやモバイルネットワーク、外部のサーバなどを含んで
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もよい。
【００１６】
　制御装置３００は、ディスプレイ３０１を備える。ディスプレイ３０１には、コンソー
ル画面３０１０が表示される。コンソール画面３０１０には、それぞれの電子機器１００
を表示するアイコン３０１１が含まれる。図示された例において、アイコン３０１１は、
インジケータ部分３０１３と、操作ボタン部分３０１５とを含む。また、図示された例で
は、アイコン３０１１が、プッシュボタン１００ａに対応するアイコン３０１１ａと、加
速度センサ１００ｂに対応するアイコン３０１１ｂと、マイクロフォン１００ｃに対応す
るアイコン３０１１ｃとを含む。アイコン３０１１ａ，３０１１ｂ，３０１１ｃは、それ
ぞれが対応する電子機器１００の機能を表示する図柄が表示された操作ボタン部分３０１
５ａ，３００５ｂ，３００５ｃを含む。ディスプレイ３０１上にはタッチスクリーンが構
成されており、ユーザは、ディスプレイ３０１に表示されたアイコン３０１１を操作する
ことによってそれぞれの電子機器１００に対する操作を実施することが可能である。
【００１７】
　より具体的には、制御装置３００は、タブレットやスマートフォンなど、携帯型の情報
処理端末であってもよい。あるいは、制御装置３００は、パーソナルコンピュータやテレ
ビなど、据え置き型の情報処理端末であってもよい。例えば後述する例のように、ユーザ
は、制御装置３００に表示されたコンソール画面３０１０を利用して、電子機器１００の
連係動作に関する設定操作などを実施することが可能である。
【００１８】
　図示された例のシステム１０では、電子機器１００を、それぞれが何らかの機能を実現
するエレメントとして用い、エレメント同士を組み合わせて連係動作させることによって
ユーザが所望する動作または機能が実現される。制御装置３００では、それぞれの電子機
器１００に対応するアイコン３０１１に対する操作によって、電子機器１００（エレメン
ト）同士の連係動作をセットアップしたり、設定を変更したりすることができる。このよ
うなシステム１０において、電子機器１００は、例として図示されたプッシュボタン、加
速度センサ、およびマイクロフォンには限られず、さまざまな機能を実現するエレメント
を含みうる。例えば、電子機器１００は、カメラ、人感センサ、スピーカ、ＬＥＤ（Ligh
t　Emitting　Diode）ランプなどの機能を実現してもよい。
【００１９】
　なお、図示された例では、複数の電子機器１００が相似した形状にデザインされ、また
それぞれの電子機器１００が単一の機能（プッシュボタン、加速度センサ、およびマイク
ロフォン）を有するが、本開示の実施形態はこのような例には限られない。例えば、それ
ぞれの電子機器１００は、互いに異なる形状にデザインされていてもよいし、複数の機能
を有してもよい。電子機器１００が複数の機能を有する場合、そのうちの１つがシステム
１０における機器連係のために利用可能であってもよいし、機器連係のために利用可能な
機能を選択可能であってもよい。
【００２０】
　より具体的には、例えば、本開示の他の実施形態に係るシステムは、それぞれが単独で
も動作可能な電子機器、例えばＣＥ（Consumer　Electronics）機器を連係動作させるた
めのものであってもよい。この場合も、それぞれの電子機器は、上記のシステム１０にお
ける電子機器１００と同様に、機能部と、フィードバック部と、操作検出部とを備えるが
、それぞれの電子機器で、機能部だけではなくフィードバック部や操作検出部の構成が異
なっていてもよい。つまり、フィードバック部は、インジケータ１０３のように発光によ
ってフィードバックを提供するものには限らず、画像を表示することによってフィードバ
ックを提供するディスプレイ、音声によってフィードバックを提供するスピーカ、または
振動によってフィードバックを提供するバイブレータなどによって実現されてもよい。ま
た、操作検出部も、操作ボタン１０５のようにボタンの押下操作を検出するものには限ら
ず、スライドスイッチやタッチスクリーンなど、他の様々な操作を検出する装置によって
実現されてもよい。
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【００２１】
　（２．コンソール画面操作時の連動フィードバック）
　図２は、本開示の一実施形態におけるコンソール画面操作時の連動フィードバックにつ
いて説明するための図である。図２に示された例では、上記で図１を参照して説明したも
のと同様のシステム１０ａにおいて、電子機器１００が、２つのプッシュボタン１００ａ
１，１００ａ２と、マイクロフォン１００ｃとを含んでいる。これに対応して、制御装置
３００でも、コンソール画面３０１０が、プッシュボタン１００ａ１，１００ａ２に対応
するアイコン３０１１ａ１，３０１１ａ２と、マイクロフォン１００ｃに対応するアイコ
ン３０１１ｃとを含む。
【００２２】
　ここで、図示された例では、ユーザが、ディスプレイ３０１に表示されたアイコン３０
１１ａ１にタッチしている。制御装置３００は、このユーザの操作に応じて、アイコン３
０１１ａ１に含まれるインジケータ部分３０１３を発光させる。さらに、制御装置３００
は、アイコン３０１１ａ１に対応する電子機器１００であるプッシュボタン１００ａ１に
フィードバック指示を送信し、この指示を受信したプッシュボタン１００ａ１は、インジ
ケータ１０３を発光させる。
【００２３】
　上述のように、システム１０ａには、２つのプッシュボタン１００ａ１，１００ａ２が
含まれる。図示された例において、この２つの電子機器は同様の外見を有し、またこれら
に対応して表示されるアイコン３０１１ａ１，３０１１ａ２も同様の外見を有するため、
そのままではこれらを区別することが容易ではない。そこで、本実施形態では、コンソー
ル画面３０１０に表示され、ユーザのタッチ操作によって選択されたアイコン３０１１ａ
１に含まれるインジケータ部分３０１３と、アイコン３０１１ａ１に対応するプッシュボ
タン１００ａ１のインジケータ１０３とを共通する色やパターンで発光させることによっ
て、ユーザが選択している機器を認識することを容易にしている。つまり、図示された例
では、プッシュボタン１００ａ１のインジケータ１０３によって提供されるフィードバッ
クの種類が、制御装置３００において提供されるフィードバックの種類に対応している。
これによって、例えば、プッシュボタン１００ａ１を他の電子機器１００と連携して機能
させるための操作（例えば設定操作など）を直観的に実施することができる。
【００２４】
　なお、上記の例では、制御装置３００におけるプッシュボタン１００ａ１の認識状態（
アイコン３０１１ａ１として認識されている）を表すフィードバックがプッシュボタン１
００ａ１および制御装置３００によって提供されたが、プッシュボタン１００ａ１に関す
る他の状態を表すフィードバックが提供されてもよい。
【００２５】
　例えば、制御装置３００が管理する複数の電子機器１００の連係動作における、プッシ
ュボタン１００ａ１の他の電子機器１００との連携の状態を表すフィードバックが提供さ
れてもよい。例えば、図示された例において、制御装置３００がプッシュボタン１００ａ
１およびマイクロフォン１００ｃをそれぞれ認識しており、さらにプッシュボタン１００
ａ１とマイクロフォン１００ｃとの間の連係動作を設定している場合、アイコン３０１１
ａ１が選択されたときに、アイコン３０１１ａ１のインジケータ部分３０１３およびプッ
シュボタン１００ａ１のインジケータ１０３に加えて、マイクロフォン１００ｃに対応す
るアイコン３０１１ｃのインジケータ部分３０１３およびマイクロフォン１００ｃのイン
ジケータ１０３が、共通または対応する色やパターンで発光してもよい。
【００２６】
　また、例えば、制御装置３００と電子機器１００との間の通信状態や、電子機器１００
の電池残量などの状態を表すフィードバックが提供されてもよい。例えば、図示された例
において、アイコン３０１１ａ１が選択されたときに、アイコン３０１１ａ１のインジケ
ータ部分３０１３およびプッシュボタン１００ａ１のインジケータ１０３が発光する色お
よび／またはパターンが、制御装置３００と電子機器１００との間の通信状態や、電子機
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器１００の電池残量などの状態に応じて変化してもよい。より具体的には、例えば、イン
ジケータ部分３０１３およびインジケータ１０３の発光の色が、通信状態が良好な場合に
は緑、通信状態がやや悪い場合には橙、通信状態が悪い場合には赤、というように変化し
てもよい。電池残量に関しても同様に、十分である場合には緑、やや少ない場合には橙、
不足している場合には赤と言うように発光の色が変化してもよい。また、発光のパターン
についても、例えば点滅の頻度などを変化させることによって、通信状態や電池残量など
の状態を表現することが可能でありうる。
【００２７】
　図３は、本開示の一実施形態におけるコンソール画面操作時の連動フィードバックのた
めの処理の例を示すシーケンス図である。図３を参照すると、まず、制御装置３００にお
いて、コンソール画面３０１０に表示されたアイコン３０１１に対する操作入力（上記の
例ではタッチ操作）が検出される（Ｓ１０１）。このとき、制御装置３００は、必要に応
じて電子機器１００に状態問い合わせを送信し（Ｓ１０３）、電子機器１００は問い合わ
せに応じて状態応答を制御装置３００に送信する（Ｓ１０５）。より具体的には、例えば
、電子機器１００の電池残量や、電子機器１００が受信している通信のための電波（制御
装置３００、またはルータなどから受信している電波）の強度などが、電子機器１００の
応答によって制御装置３００に通知される。
【００２８】
　次に、制御装置３００は、提供されるフィードバックの種類を決定する（Ｓ１０７）。
例えば、制御装置３００は、コンソール画面３０１０に表示されたインジケータ部分３０
１３と、電子機器１００のインジケータ１０３を発光させるための共通の色および／また
はパターンを決定する。このとき、上記のＳ１０３，Ｓ１０５において電子機器１００か
らの応答によって通知された電子機器１００の状態や、制御装置３００自身が認識してい
る電子機器１００の状態、より具体的には連携の状態や通信状態、電池残量などが、フィ
ードバックの種類に反映されてもよい。
【００２９】
　また、単純に電子機器１００とアイコン３０１１との対応付けを表す場合にも、制御装
置３００は、フィードバックの種類をその都度変化させてもよい。例えば、図２に示した
例において、まずアイコン３０１１ａ１が選択され、次にアイコン３０１１ａ２が選択さ
れたような場合、制御装置３００は、アイコン３０１１ａ１のインジケータ部分３０１３
およびプッシュボタン１００ａ１のインジケータ１０３を発光させる色および／またはパ
ターンと、アイコン３０１１ａ２のインジケータ部分３０１３およびプッシュボタン１０
０ａ２のインジケータ１０３を発光させる色および／またはパターンとを互いに異ならせ
てもよい。これによって、例えば、ユーザがコンソール画面３０１０において複数のアイ
コン３０１１を順次選択したような場合に、それぞれのアイコン３０１１に対応する電子
機器１００を把握することが容易になりうる。
【００３０】
　次に、制御装置３００は、電子機器１００にフィードバック指示を送信する（Ｓ１０９
）。フィードバック指示は、上記のＳ１０７で決定されたフィードバックの種類を示す情
報を含む。電子機器１００は、制御装置３００から受信したフィードバック指示に基づい
て、フィードバックを出力する（Ｓ１１１）。図２の例において、電子機器１００は、イ
ンジケータ１０３を発光させることによってフィードバックを出力する。また、制御装置
３００も、並行してフィードバックを出力する（Ｓ１１３）。図２の例において、制御装
置３００は、コンソール画面３０１０でアイコン３０１１のインジケータ部分３０１３を
発光させることによってフィードバックを出力する。
【００３１】
　（３．電子機器操作時の連動フィードバック）
　図４は、本開示の一実施形態における電子機器操作時の連動フィードバックについて説
明するための図である。図４に示された例では、上記で図３を参照して説明したものと同
様のシステム１０ａにおいて、ユーザが、プッシュボタン１００ａ２の操作ボタン１０５
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を押下している。プッシュボタン１００ａ２は、この操作に応じて、インジケータ１０３
を発光させる。さらに、プッシュボタン１００ａ２は、制御装置３００に操作がされたこ
とを通知し、制御装置３００は、プッシュボタン１００ａ２に対応するアイコン３０１１
ａ２のインジケータ部分３０１３を発光させる。このとき、プッシュボタン１００ａ２の
インジケータ１０３とアイコン３０１１ａ２のインジケータ部分３０１３は、例えば共通
する色および／またはパターンで発光する。図示された例では、制御装置３００が、発光
の色および／またはパターンを決定している。
【００３２】
　上述のように、システム１０ａには、２つのプッシュボタン１００ａ１，１００ａ２が
含まれる。図示された例において、この２つの電子機器は同様の外見を有し、またこれら
に対応して表示されるアイコン３０１１ａ１，３０１１ａ２も同様の外見を有するため、
そのままではこれらを区別することが容易ではない。そこで、本実施形態では、ユーザに
よる操作ボタン１０５の押下操作が実行されたプッシュボタン１００ａ２のインジケータ
１０３と、プッシュボタン１００ａ２に対応するアイコン３０１１ａ２のインジケータ部
分３０１３とを共通する色やパターンで発光させることによって、ユーザが操作している
機器が制御装置３００においてどのように認識されているかを把握することを容易にして
いる。これによって、例えば、その後にプッシュボタン１００ａ２を他の電子機器１００
と連携機能させるための操作（例えば設定操作など）を直観的に実施することができる。
【００３３】
　上記のコンソール画面操作時の連動フィードバックと同様に、図４に例示したような電
子機器操作時の連動フィードバックでも、例えば制御装置３００においてプッシュボタン
１００ａ２がアイコン３０１１ａ２として認識されているという状態を表すフィードバッ
クが提供されるだけではなく、プッシュボタン１００ａ２と他の電子機器１００との連携
の状態や、制御装置３００とプッシュボタン１００ａ２との間の通信状態、プッシュボタ
ン１００ａ２の電池残量などの状態を表すフィードバックが提供されてもよい。インジケ
ータ１０３およびインジケータ部分３０１３の発光の色やパターンによって状態を表現す
るための具体的な例は、上記のコンソール画面操作時の連動フィードバックと同様であり
うる。
【００３４】
　図５は、本開示の一実施形態における電子機器操作時の連動フィードバックのための処
理の例を示すシーケンス図である。図５を参照すると、まず、電子機器１００において、
操作ボタン１０５に対する操作入力（上記の例では押下操作）が検出される（Ｓ２０１）
。このとき、電子機器１００は、制御装置３００に検出された操作を通知する（Ｓ２０３
）。上記の例のように、フィードバックによって電子機器１００の通信状態や電池残量な
どの状態が表現される場合、電子機器１００は、それらの状態についてもＳ２０３で制御
装置３００に通知する。
【００３５】
　次に、制御装置３００は、提供されるフィードバックの種類を決定する（Ｓ２０５）。
例えば、制御装置３００は、電子機器１００のインジケータ１０３と、コンソール画面３
０１０に表示されたインジケータ部分３０１３とを発光させるための共通の色および／ま
たはパターンを決定する。このとき、上記のＳ２０３において電子機器１００から通知さ
れた電子機器１００の状態や、制御装置３００自身が認識している電子機器１００の状態
、より具体的には連携の状態や通信状態、電池残量などが、フィードバックの種類に反映
されてもよい。また、上記のコンソール画面操作時の連動フィードバックの例と同様に、
単純に電子機器１００とアイコン３０１１との対応付けを表す場合にも、フィードバック
の種類がその都度変化してもよい。
【００３６】
　なお、本開示の別の実施形態では、制御装置３００に代わって電子機器１００が、Ｓ２
０５として示されたフィードバック種類決定の処理を実行してもよい。この場合、電子機
器１００は、例えばＳ２０３における操作の通知とともに、フィードバックの種類を制御
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装置３００に通知する（フィードバック種類決定の処理は、Ｓ２０３の通知の前に実行さ
れる）。この場合も、フィードバックの種類には、例えば電子機器１００の通信状態や電
池残量などを反映させることができる。
【００３７】
　次に、制御装置３００は、電子機器１００にフィードバック指示を送信する（Ｓ２０７
）。フィードバック指示は、上記のＳ２０５で決定されたフィードバックの種類を示す情
報を含む。電子機器１００は、制御装置３００から受信したフィードバック指示に基づい
て、フィードバックを出力する（Ｓ２０９）。図４の例において、電子機器１００は、イ
ンジケータ１０３を発光させることによってフィードバックを出力する。また、制御装置
３００も、並行してフィードバックを出力する（Ｓ２１１）。図４の例において、制御装
置３００は、コンソール画面３０１０でアイコン３０１１のインジケータ部分３０１３を
発光させることによってフィードバックを出力する。
【００３８】
　（４．コンソール画面での設定操作の例）
　図６は、本開示の一実施形態におけるコンソール画面での設定操作の例を示す図である
。図６に示された例では、上記で図１を参照して説明したシステム１０で制御装置３００
のディスプレイ３０１に表示されるコンソール画面３０１０において、電子機器１００を
示すアイコン３００１とともに動作ラベル３０１７が表示されている。より具体的には、
図示された例では、プッシュボタン１００ａに対応するアイコン３０１１ａとともに、「
押下」および「長押し」を示す動作ラベル３０１７が表示されている。動作ラベル３０１
７は、アイコン３０１１に対応する電子機器１００おいて設定された動作（電子機器１０
０自身による動作および／または電子機器１００に対してユーザが加える操作）を示す。
【００３９】
　図示された例では、（ａ）に示すように、ユーザが動作ラベル３０１７とともに表示さ
れているアイコン３０１１ａにタッチしている。この操作は、アイコン３０１１ａに対応
する電子機器１００について設定される動作の追加を意味する。これに対して、（ｂ）に
示すように、制御装置３００は、動作ラベル追加メニュー３０１９を表示させる。ユーザ
が「２回押し」を示す動作ラベル追加メニュー３０１９にタッチしたことによって、（ｃ
）に示すように、制御装置３００は、アイコン３０１１ａとともに表示される動作ラベル
３０１７に、「２回押し」を示す動作ラベル３０１７ａを追加する。
【００４０】
　さらに、ユーザが、追加された動作ラベル３０１７ａにタッチすると、（ｄ）に示すよ
うに、制御装置３００は、動作ラベル設定メニュー３０２１を表示させる。図示された例
において、動作ラベル設定メニュー３０２１は、「実行」、「設定編集」、および「削除
」を含む。ここで、ユーザが「実行」の動作ラベル設定メニュー３０２１にタッチすると
、（ｅ）に示すように、制御装置３００は、動作ラベル３０１７ａを強調表示する（具体
的には、例えば、明滅させたり、色を変えたりする）とともに、アイコン３０１１ａのイ
ンジケータ部分３０１３を発光させる。さらに、上記で説明したコンソール画面操作時の
連動フィードバックの例と同様に、制御装置３００はアイコン３０１１ａに対応するプッ
シュボタン１００ａにフィードバック指示を送信し、これを受信したプッシュボタン１０
０ａはインジケータ１０３を発光させる。ここで、アイコン３０１１ａのインジケータ部
分３０１３と、プッシュボタン１００ａのインジケータ１０３の発光の色やパターンは共
通している。
【００４１】
　上記で説明した例では、制御装置３００に表示されるコンソール画面３０１０における
アイコン３０１１を用いた設定操作の段階に応じて、アイコン３０１１のインジケータ部
分３０１３と、アイコン３０１１に対応する電子機器１００のインジケータ１０３とによ
って、共通する種類のフィードバックが提供される。これによって、コンソール画面３０
１０で設定操作を実施しているユーザは、設定操作の対象になっている電子機器１００を
容易に認識することができる。
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【００４２】
　なお、上記の例では、動作ラベル追加メニュー３０１９や動作ラベル設定メニュー３０
２１を用いて設定されている動作が、プッシュボタン１００ａに対してユーザが加える操
作にあたる。そのため、図６の（ｅ）に示された段階において、プッシュボタン１００ａ
が出力するフィードバックは、インジケータ１０３が発光するにとどまる。これに対して
、例えば、動作ラベル追加メニュー３０１９や動作ラベル設定メニュー３０２１を用いて
設定されている動作が、電子機器１００自身による動作であるような場合、図６の（ｅ）
に示された段階において、電子機器１００は、インジケータ１０３を発光させるのに加え
て、設定された動作を実行してもよい。より具体的には、例えば、電子機器１００が音声
を出力するスピーカであるような場合、インジケータ１０３の発光に加えて、機能部１０
１を用いた音声の出力（設定された動作）が実行されてもよい。
【００４３】
　（５．電子機器での操作試行の例）
　図７は、本開示の一実施形態における電子機器での操作試行の例を示す図である。図７
に示された例では、上記で図１を参照して説明したシステム１０において、プッシュボタ
ン１００ａに対してユーザが操作を試行し、試行された操作に対するプッシュボタン１０
０ａからのフィードバックに対応するフィードバックが、制御装置３００のディスプレイ
３０１に表示されるコンソール画面３０１０に含まれるアイコン３０１１ａおよび操作ラ
ベル３０１７によって提供されている。
【００４４】
　図示された例では、（ａ）に示すように、ユーザがプッシュボタン１００ａの機能部１
０１ａ（ボタン）に対して「２回押し」の操作を試行している。このとき、プッシュボタ
ン１００ａは、試行された操作に対して、インジケータ１０３を発光させることによって
フィードバックを出力する。さらに、プッシュボタン１００ａは、試行された操作を制御
装置３００に通知する。これによって、（ｂ）に示すように、制御装置３００では、ディ
スプレイ３０１に表示されたコンソール画面３０１０において、プッシュボタン１００ａ
に対応するアイコン３０１１ａのインジケータ部分３０１３が、プッシュボタン１００ａ
のインジケータ１０３と共通の色やパターンで発光する。また、コンソール画面３０１０
では、図６を参照して説明した例と同様に「２回押し」示す操作ラベル３０１７ａが強調
表示される（具体的には、例えば、明滅したり、色が変わったりする）。
【００４５】
　上記で説明した例では、電子機器１００に対して操作が試行された場合に、電子機器１
００が試行された操作を所定の物理的な操作として検出し（図７の例では、プッシュボタ
ン１００ａの機能部１０１ａ（ボタン）が操作検出部として機能する）、当該操作を示す
情報を制御装置３００に送信する。制御装置３００は、電子機器１００に対応するアイコ
ン３０１１のインジケータ部分３０１３と、電子機器１００のインジケータ１０３とによ
って共通して提供されるフィードバックの種類を決定する。制御装置３００は、決定され
たフィードバックの種類を電子機器１００に送信し、電子機器１００はインジケータ１０
３の発光によってフィードバックを出力する。制御装置３００も、コンソール画面３０１
０に表示されたインジケータ部分３０１３を発光させることによってフィードバックを出
力する。さらに、制御装置３００は、検出された操作自体を示すフィードバック、例えば
操作ラベル３０１７の強調表示などを、追加的に提供してもよい。
【００４６】
　これによって、電子機器１００に対して操作を試行しているユーザは、電子機器１００
がコンソール画面３０１０においてどのアイコン３０１１として認識されているか、また
、電子機器１００に対して試行している操作がどのような種類の操作として認識されてい
るかを容易に把握することができる。認識されている操作の種類に応じて、フィードバッ
クの種類（例えば発光の色やパターン）が変更されてもよい。
【００４７】
　なお、上記の例では、操作が試行される電子機器１００がプッシュボタン１００ａであ
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るが、他の例では、例えば図１に示した加速度センサ１００ｂやマイクロフォン１００ｃ
など、様々な種類の電子機器１００に対して操作が試行され、試行された操作に対するフ
ィードバックが電子機器１００自身と制御装置３００とによって提供されてもよい。より
具体的には、例えば、加速度センサ１００ｂに対しては、振る（shake）、ひっくり返す
（flip）、タップする（tap）などといった操作を試行することができる。この場合、加
速度センサ１００ｂの機能部１０１ｂ（センサ内蔵部分）が操作検出部として機能する。
また、例えば、マイクロフォン１００ｃに対しては、発話音声による入力（内容や音量が
識別されてもよい）、拍手（handclap）などによる入力などといった操作を試行すること
ができる。この場合、マイクロフォン１００ｃの機能部１０１ｃ（集音構造内蔵部分）が
操作検出部として機能する。
【００４８】
　（６．電子機器の機能構成例）
　図８は、本開示の一実施形態に係る電子機器の機能構成例を示すブロック図である。図
８に示された電子機器１００は、例えば上述した本実施形態に係るシステム１０，１０ａ
に含まれる。
【００４９】
　電子機器１００は、操作検出部１１０と、制御部１２０と、記憶部１３０と、送受信部
１４０と、フィードバック部１５０とを含む。なお、電子機器１００を実現しうる装置の
ハードウェア構成については後述する。また、電子機器１００が機能を実現するための構
成（操作検出部１１０やフィードバック部１５０とは異なる場合）や、電子機器１００が
自らの状態（通信状態、電池残量など）を把握するための構成については、電子機器の構
成として一般的であるため図示を省略している。
【００５０】
　操作検出部１１０は、電子機器１００に対する物理的な操作を検出する。物理的な操作
は、例えば、操作検出部１１０に含まれる操作子に対する操作（ボタンを押下する、タッ
チスクリーンにタッチする、など）、電子機器１００全体に対する操作（振る、ひっくり
返す、タップする、など）、および／または電子機器１００の近傍における物理的な状態
の変化を伴う操作（音を出す、手で覆って暗くする、など）を含みうる。より具体的には
、例えば、操作検出部１１０は、操作によって切り替えられるスイッチを含んでもよい。
上記で図１などを参照して説明された電子機器１００の操作ボタン１０５は、このような
スイッチの一例である。また、例えば、操作検出部１１０は、操作によって検出値が変化
するセンサを含んでもよい。センサは、例えば加速度センサを含んでもよい。上記で図１
などを参照して説明された加速度センサ１００ｂの機能部１０１ｂ（センサ内蔵部分）や
、マイクロフォン１００ｃの機能部１０１ｃ（集音構造内蔵部分）は、このようなセンサ
の一例である。
【００５１】
　制御部１２０は、電子機器１００全体の動作を制御する。例えば、制御部１２０は、操
作検出部１１０から検出された操作を示す操作情報を取得し、これを送受信部１４０およ
びネットワーク２００を介して制御装置３００に送信する。また、例えば、制御部１２０
は、制御装置３００からネットワーク２００および送受信部１４０を介して受信されたフ
ィードバック情報に従って、フィードバック部１５０にフィードバックを提供させる。ま
た、いくつかの例では、制御部１２０が、操作検出部１１０によって検出された操作に対
してフィードバック部１５０が提供するフィードバックの種類を決定してもよい（つまり
、フィードバック情報を自ら生成してもよい）。制御部１２０は、例えばＣＰＵ（Centra
l　Processing　Unit）などのプロセッサが、記憶部１３０に格納されたプログラムに従
って動作することによって実現される。
【００５２】
　記憶部１３０には、制御部１２０によって扱われる各種の情報またはデータが一時的ま
たは持続的に格納される。例えば、記憶部１３０には、操作検出部１１０が検出した操作
を示す操作情報や、フィードバック部１５０にフィードバックを提供させるためのフィー
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ドバック情報が、一時的に格納される。また、例えば、記憶部１３０には、制御部１２０
を実現するプロセッサによって実行されるプログラムが格納されてもよい。制御部１２０
が自らフィードバック情報を生成する場合、記憶部１３０には、操作検出部１１０によっ
て検出された操作、および／または電子機器１００の状態と、フィードバック部１５０に
よって提供されるフィードバックの種類とを対応付ける情報が格納されていてもよい。記
憶部１３０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）またはＲＯＭ（Read　Only　
Memory）を構成する各種の記憶装置、および／またはリムーバブルメディアとそのドライ
バによって実現される。
【００５３】
　送受信部１４０は、ネットワーク２００を介して各種の情報またはデータを送信および
受信する。例えば、送受信部１４０は、操作検出部１１０によって検出された操作を示す
操作情報を、外部装置である制御装置３００に送信する。上述のように、制御装置３００
は、ある電子機器１００を他の電子機器１００と連係動作させる。また、例えば、送受信
部１４０は、制御装置３００が操作情報に対応して送信した、少なくとも電子機器１００
の機能に関する状態を表すフィードバックの種類を示すフィードバック情報を受信する。
例えば、上記で説明された本実施形態の例のうち、コンソール画面操作時の連動フィード
バックだけが実現されるような場合、送受信部１４０は、本実施形態の機能に関しては、
制御装置３００からフィードバック情報を受信するだけであってもよい（送信の機能はな
くてもよい）。逆に、上記で説明された本実施形態の例のうち、電子機器操作時の連動フ
ィードバックだけが実現され、かつ制御部１２０が自らフィードバック情報を生成するよ
うな場合、送受信部１４０は、制御装置３００にフィードバック情報を送信するだけであ
ってもよい（受信の機能はなくてもよい）。
【００５４】
　フィードバック部１５０は、送受信部１４０が受信した（または、制御部１２０が生成
した）フィードバック情報に従ってフィードバックを提供する。フィードバック部１５０
によって提供されるフィードバックは、例えば、視覚的なフィードバックを含む。この場
合、フィードバック部１５０は発光体を含み、フィードバックの種類は発光体の発光色ま
たは発光パターンを含んでもよい。上記で図１などを参照して説明された電子機器１００
のインジケータ１０３は、このような発光体の一例である。なお、図１に示されたインジ
ケータ１０３は帯状であったが、本開示の実施形態はこのような例には限られない。例え
ば、電子機器が備えるインジケータは、電子機器の一面を囲んでいたり、円状であったり
、１または複数の点であったりしてもよい。他にも、視覚的なフィードバックを提供する
フィードバック部１５０として、ディスプレイが設けられてもよい。
【００５５】
　あるいは、フィードバック部１５０によって提供されるフィードバックは、非視覚的な
フィードバックを含んでもよい。非視覚的なフィードバックは、具体的には、聴覚的なフ
ィードバックや、触覚的なフィードバックでありうる。この場合、フィードバック部１５
０は、例えばスピーカまたはバイブレータを含み、フィードバックの種類は音声や振動の
パターンを含みうる。なお、フィードバックが非視覚的である場合も、制御装置３００で
コンソール画面に表示されたアイコンによって提供されるフィードバックは視覚的であり
うる。この場合、アイコンによって提供されるフィードバックは、フィードバック部１５
０によって提供される非視覚的なフィードバックを視覚化したものでありうる。制御装置
３００でアイコンによって提供されるフィードバックの種類と、フィードバック部１５０
によって提供される非視覚的なフィードバックの種類とは、互いに対応している。より具
体的には、例えば、フィードバック部１５０が出力する音声や振動のパターンに合わせて
、制御装置３００に表示されたアイコンに音声や振動を示すエフェクト（例えば、「ＢＥ
ＥＰ」という文字や波線などであってもよい）が表示されてもよい。
【００５６】
　（７．制御装置の機能構成例）
　図９は、本開示の一実施形態に係る制御装置の機能構成例を示すブロック図である。図
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９に示された制御装置３００は、例えば上述した本実施形態に係るシステム１０，１０ａ
に含まれる。
【００５７】
　制御装置３００は、操作部３１０と、制御部３２０と、記憶部３３０と、送受信部３４
０と、表示部３５０とを含む。なお、制御装置３００を実現しうる装置のハードウェア構
成については後述する。また、上述のように制御装置３００は例えば情報処理端末であり
うるが、情報処理端末としての一般的な機能を実現するための構成については、一般的で
あるため図示を省略している。
【００５８】
　操作部３１０は、表示部３５０に表示されたコンソール画面に含まれるアイコンに対す
るユーザの操作を取得する。操作部３１０は、例えば、タッチスクリーンやマウス、タッ
チパッドなどのポインティングデバイスを含みうる。上記で図１などを参照して説明され
た例においてディスプレイ３０１上に構成されたタッチスクリーンは、このようなポイン
ティングデバイスの例である。また、操作部３１０は、例えば、ユーザのジェスチャ操作
を取得するためのカメラなどを含んでもよい。
【００５９】
　制御部３２０は、制御装置３００全体の動作を制御する。例えば、制御部３２０は、操
作部３１０が取得した操作を示す情報を取得し、これを表示部３５０に表示されたコンソ
ール画面に含まれるアイコンに対応する電子機器１００に対するユーザの操作として解釈
する。さらに、制御部３２０は、操作の対象になった電子機器１００に対して、ユーザの
操作に従って動作するよう、送受信部３４０およびネットワーク２００を介して指示を送
信する。あるいは、制御部３２０は、電子機器１００について設定された動作、より具体
的には他の電子機器１００との連係動作を、ユーザの操作に従って追加、変更、および／
または削除し、これを記憶部３３０に格納された電子機器１００の設定情報に反映させる
。上記の処理とともに、またはこれとは別に、制御部３２０は、ネットワーク２００およ
び送受信部３４０を介して、電子機器１００から、検出された操作を示す操作情報を受信
し、受信された操作情報に対応するフィードバックの種類を決定してもよい。この場合、
さらに、制御部３２０は、決定されたフィードバックの種類を特定する情報を含むフィー
ドバック情報を生成し、送受信部３４０およびネットワーク２００を介して電子機器１０
０に送信する。制御部３２０は、例えばＣＰＵなどのプロセッサが、記憶部３３０に格納
されたプログラムに従って動作することによって実現される。
【００６０】
　記憶部３３０には、制御部３２０によって扱われる各種の情報またはデータが一時的ま
たは持続的に格納される。例えば、記憶部３３０には、操作部３１０が取得した操作を示
す情報や、送受信部３４０が電子機器１００から受信した操作情報、制御部３２０が生成
したフィードバック情報などが、一時的に格納される。また、例えば、記憶部３３０には
、制御部３２０を実現するプロセッサによって実行されるプログラムが格納されてもよい
。制御部３２０がフィードバック情報を生成する場合、記憶部３３０には、電子機器１０
０において検出された操作、および／または電子機器１００の状態と、フィードバックの
種類とを対応付ける情報が格納されてもよい。記憶部３３０は、例えば、ＲＡＭまたはＲ
ＯＭを構成する各種の記憶装置、および／またはリムーバブルメディアとそのドライバに
よって実現される。
【００６１】
　送受信部３４０は、ネットワーク２００を介して各種の情報またはデータを送信および
受信する。例えば、送受信部３４０は、制御部３２０によって生成されたフィードバック
情報を、電子機器１００に送信する。また、送受信部３４０は、電子機器１００において
検出された操作を示す操作情報を、電子機器１００から受信してもよい。この場合、電子
機器１００に送信されるフィードバック情報は、受信された操作情報に対応して制御部３
２０によって生成されたものでありうる。例えば、上記で説明された本実施形態の例のう
ち、コンソール画面操作時の連動フィードバックだけが実現されるような場合、送受信部
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３４０は、本実施形態の機能に関しては、電子機器１００にフィードバック情報を送信す
るだけであってもよい（受信の機能はなくてもよい）。逆に、上記で説明された本実施形
態の例のうち、電子機器操作時の連動フィードバックだけが実現され、かつ電子機器１０
０側で制御部１２０によってフィードバック情報が生成されるような場合、送受信部３４
０は、電子機器１００からフィードバック情報を受信するだけであってもよい（送信の機
能はなくてもよい）。
【００６２】
　表示部３５０は、制御装置３００によって制御される電子機器１００を表すアイコンを
表示させる。アイコンは、例えば上記で図１などを参照して説明されたアイコン３０１１
のように、実際の電子機器１００の一部または全部に類似した形状を有していてもよい。
また、アイコンは、電子機器１００のフィードバック部１５０に対応した部分（例えば図
１の例におけるインジケータ部分３０１３）を有していてもよい。また、アイコンととも
に、電子機器１００の機能または動作に関する情報が表示されてもよい。上記で図６など
を参照して説明された動作ラベル３０１７や動作ラベル追加メニュー３０１９、動作ラベ
ル設定メニュー３０２１は、電子機器１００の機能または動作に関する情報の例である。
表示部３５０は、例えば図１の例におけるディスプレイ３０１のように、各種の表示装置
によって実現される。
【００６３】
　ここで、上述のように、本実施形態において、表示部３５０は、コンソール画面にアイ
コンを表示させ、操作部３１０を介してアイコンに対する操作が受け付けられる。また、
表示部３５０は、表示されたアイコンに対する操作、またはアイコンに対応する電子機器
１００に対する操作へのフィードバックを提供する。このとき、表示部３５０は、例えば
制御部３２０によって生成されたフィードバック情報に従ってフィードバックを出力させ
る。より具体的には、例えば、電子機器１００において発光体（例えばインジケータ１０
３）の発光によって視覚的なフィードバックが提供される場合、表示部３５０は、アイコ
ンの一部または全部（例えばインジケータ部分３０１３）が発光したように見えるように
表示を変化させる。また、例えば、電子機器１００において非視覚的（例えば、聴覚的ま
たは触覚的）なフィードバックが提供される場合、表示部３５０は、それらのフィードバ
ックを視覚化した表示の変化を発生させる。
【００６４】
　（８．ハードウェア構成）
　次に、図１０を参照して、本開示の実施形態に係る装置のハードウェア構成について説
明する。図１０は、本開示の実施形態に係る装置のハードウェア構成例を示すブロック図
である。図示された装置９００は、例えば、上記の実施形態における電子機器１００およ
び／または制御装置３００を実現しうる。
【００６５】
　装置９００は、ＣＰＵ（Central　Processing　unit）９０１、ＲＯＭ（Read　Only　M
emory）９０３、およびＲＡＭ（Random　Access　Memory）９０５を含む。また、装置９
００は、ホストバス９０７、ブリッジ９０９、外部バス９１１、インターフェース９１３
、入力装置９１５、出力装置９１７、ストレージ装置９１９、ドライブ９２１、接続ポー
ト９２３、通信装置９２５を含んでもよい。さらに、装置９００は、必要に応じて、撮像
装置９３３、およびセンサ９３５を含んでもよい。装置９００は、ＣＰＵ９０１に代えて
、またはこれとともに、ＤＳＰ（Digital　Signal　Processor）、ＡＳＩＣ（Applicatio
n　Specific　Integrated　Circuit）、またはＦＰＧＡ（Field-Programmable　Gate　Ar
ray）などの処理回路を有してもよい。
【００６６】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９
０５、ストレージ装置９１９、またはリムーバブル記録媒体９２７に記録された各種プロ
グラムに従って、装置９００内の動作全般またはその一部を制御する。ＲＯＭ９０３は、
ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータなどを記憶する。ＲＡＭ９０５は、
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ＣＰＵ９０１の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパラ
メータなどを一次記憶する。ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０３、およびＲＡＭ９０５は、ＣＰ
Ｕバスなどの内部バスにより構成されるホストバス９０７により相互に接続されている。
さらに、ホストバス９０７は、ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Peripheral　Componen
t　Interconnect/Interface）バスなどの外部バス９１１に接続されている。
【００６７】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチスクリーン、ボタン、スイッ
チおよびレバーなど、ユーザによって操作される装置である。入力装置９１５は、例えば
、赤外線やその他の電波を利用したリモートコントロール装置であってもよいし、装置９
００の操作に対応した携帯電話などの外部接続機器９２９であってもよい。入力装置９１
５は、ユーザが入力した情報に基づいて入力信号を生成してＣＰＵ９０１に出力する入力
制御回路を含む。ユーザは、この入力装置９１５を操作することによって、装置９００に
対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりする。
【００６８】
　出力装置９１７は、取得した情報をユーザに対して視覚や聴覚、触覚などの感覚を用い
て通知することが可能な装置で構成される。出力装置９１７は、例えば、ＬＣＤ（Liquid
　Crystal　Display）または有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイなどの表示
装置、スピーカまたはヘッドフォンなどの音声出力装置、もしくはバイブレータなどであ
りうる。出力装置９１７は、装置９００の処理により得られた結果を、テキストもしくは
画像などの映像、音声もしくは音響などの音声、またはバイブレーションなどとして出力
する。
【００６９】
　ストレージ装置９１９は、装置９００の記憶部の一例として構成されたデータ格納用の
装置である。ストレージ装置９１９は、例えば、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）などの磁
気記憶部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光磁気記憶デバイスな
どにより構成される。ストレージ装置９１９は、例えばＣＰＵ９０１が実行するプログラ
ムや各種データ、および外部から取得した各種のデータなどを格納する。
【００７０】
　ドライブ９２１は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ
などのリムーバブル記録媒体９２７のためのリーダライタであり、装置９００に内蔵、あ
るいは外付けされる。ドライブ９２１は、装着されているリムーバブル記録媒体９２７に
記録されている情報を読み出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９２１は、
装着されているリムーバブル記録媒体９２７に記録を書き込む。
【００７１】
　接続ポート９２３は、機器を装置９００に接続するためのポートである。接続ポート９
２３は、例えば、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）ポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、
ＳＣＳＩ（Small　Computer　System　Interface）ポートなどでありうる。また、接続ポ
ート９２３は、ＲＳ－２３２Ｃポート、光オーディオ端子、ＨＤＭＩ（登録商標）（High
-Definition　Multimedia　Interface）ポートなどであってもよい。接続ポート９２３に
外部接続機器９２９を接続することで、装置９００と外部接続機器９２９との間で各種の
データが交換されうる。
【００７２】
　通信装置９２５は、例えば、通信ネットワーク９３１に接続するための通信デバイスな
どで構成された通信インターフェースである。通信装置９２５は、例えば、ＬＡＮ（Loca
l　Area　Network）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ、またはＷＵＳＢ（
Wireless　USB）用の通信カードなどでありうる。また、通信装置９２５は、光通信用の
ルータ、ＡＤＳＬ（Asymmetric　Digital　Subscriber　Line）用のルータ、または、各
種通信用のモデムなどであってもよい。通信装置９２５は、例えば、インターネットや他
の通信機器との間で、ＴＣＰ／ＩＰなどの所定のプロトコルを用いて信号などを送受信す
る。また、通信装置９２５に接続される通信ネットワーク９３１は、有線または無線によ
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って接続されたネットワークであり、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通
信、ラジオ波通信または衛星通信などを含みうる。
【００７３】
　撮像装置９３３は、例えば、ＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor
）またはＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）などの撮像素子、および撮像素子への被写
体像の結像を制御するためのレンズなどの各種の部材を用いて実空間を撮像し、撮像画像
を生成する装置である。撮像装置９３３は、静止画を撮像するものであってもよいし、ま
た動画を撮像するものであってもよい。
【００７４】
　センサ９３５は、例えば、加速度センサ、角速度センサ、地磁気センサ、照度センサ、
温度センサ、気圧センサ、または音センサ（マイクロフォン）などの各種のセンサである
。センサ９３５は、例えば装置９００の筐体の姿勢など、装置９００自体の状態に関する
情報や、装置９００の周辺の明るさや騒音など、装置９００の周辺環境に関する情報を取
得する。また、センサ９３５は、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）信号を受信し
て装置の緯度、経度および高度を測定するＧＰＳ受信機を含んでもよい。
【００７５】
　以上、装置９００のハードウェア構成の一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な
部材を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の機能に特化したハードウェアにより
構成されていてもよい。かかる構成は、実施する時々の技術レベルに応じて適宜変更され
うる。
【００７６】
　（９．補足）
　本開示の実施形態は、例えば、上記で説明したような情報処理装置（電子機器または制
御装置）、システム、情報処理装置またはシステムで実行される情報処理方法、情報処理
装置を機能させるためのプログラム、およびプログラムが記録された一時的でない有形の
媒体を含みうる。
【００７７】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００７８】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【００７９】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）所定の機能を実現する電子機器であって、
　前記電子機器に対する物理的な操作を検出する操作検出部と、
　前記操作を示す操作情報を外部装置に送信する送信部と、
　前記外部装置が前記操作情報に対応して送信した、少なくとも前記機能に関する状態を
表すフィードバックの種類を示すフィードバック情報を受信する受信部と、
　前記フィードバック情報に従って前記フィードバックを提供するフィードバック部と
　を備える電子機器。
（２）前記状態は、前記外部装置における前記電子機器の認識状態を含む、前記（１）に
記載の電子機器。
（３）前記外部装置は、前記電子機器と他の機器とを連携動作させる制御装置を含み、
　前記電子機器および前記他の機器は、いずれも前記制御装置によって認識されている、
前記（２）に記載の電子機器。
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（４）前記状態は、前記電子機器と前記他の機器との連携の状態を含む、前記（３）に記
載の電子機器。
（５）前記操作検出部は、前記操作によって切り替えられるスイッチを含む、前記（１）
～（４）のいずれか１項に記載の電子機器。
（６）前記操作検出部は、前記操作によって検出値が変化するセンサを含む、前記（１）
～（５）のいずれか１項に記載の電子機器。
（７）前記操作検出部は、加速度センサを含む、前記（６）に記載の電子機器。
（８）前記操作は、前記電子機器を振る、ひっくり返す、またはタップする操作を含む、
前記（７）に記載の電子機器。
（９）前記状態は、前記外部装置における前記操作の認識状態を含む、前記（１）～（８
）のいずれか１項に記載の電子機器。
（１０）前記状態は、前記電子機器の通信状態を含む、前記（１）～（９）のいずれか１
項に記載の電子機器。
（１１）前記状態は、前記電子機器の電池残量を含む、前記（１）～（１０）のいずれか
１項に記載の電子機器。
（１２）前記フィードバックは、視覚的なフィードバックを含む、前記（１）～（１１）
のいずれか１項に記載の電子機器。
（１３）前記視覚的なフィードバックの種類は、前記外部装置において提供される視覚的
なフィードバックの種類に対応する、前記（１２）に記載の電子機器。
（１４）前記フィードバック部は、発光体を含み、
　前記フィードバックの種類は、前記発光体の発光色または発光パターンを含む、前記（
１２）または（１３）に記載の電子機器。
（１５）前記フィードバックは、非視覚的なフィードバックを含む、前記（１）～（１４
）のいずれか１項に記載の電子機器。
（１６）前記非視覚的なフィードバックの種類は、前記外部装置において提供される前記
非視覚的なフィードバックを視覚化したフィードバックの種類に対応する、前記（１５）
に記載の電子機器。
（１７）所定の機能を実現する電子機器が、
　前記電子機器に対する物理的な操作を検出することと、
　前記操作を示す操作情報を外部装置に送信することと、
　前記外部装置が前記操作情報に対応して送信した、少なくとも前記機能に関する状態を
表すフィードバックの種類を示すフィードバック情報を受信することと、
　前記フィードバック情報に従って前記フィードバックを提供することと
　を含むフィードバック提供方法。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　　システム
　１００　　電子機器
　１０１　　機能部
　１０３　　インジケータ
　１０５　　操作ボタン
　１１０　　操作検出部
　１２０　　制御部
　１３０　　記憶部
　１４０　　送受信部
　１５０　　フィードバック部
　２００　　ネットワーク
　３００　　制御装置
　３０１　　ディスプレイ
　３１０　　操作部
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　３２０　　制御部
　３３０　　記憶部
　３４０　　送受信部
　３５０　　表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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